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第３章 栄養・食生活支援連携体制 

 

１  災害時の健康危機管理対応 

災害対策基本法上、災害発生時又はその恐れがある場合には、災害応急対策の実施責任は

市町村である（災害対策基本法第５条）。都道府県は、市町村の実施する応急措置が的確かつ円

滑に行われるための調整（災害対策基本法第４条）や市町村長からの応急措置実施の応援要求

又は実施要請を受けなければならない（災害対策基本法第６８条）。 

災害救助法は、発災後の応急期における応急救助に対応する主要な法律であり、適応となった

場合、救助の実施主体は市町村ではなく都道府県となる（災害救助法第２条）。なお、救助の実施

に関する事務の一部を市町村長へ委任することができる（災害救助法第１３条１項）。救助の内容

に、炊き出しその他による食品の給与が含まれており、市町村による救助の後方支援や総合調整

（災害対策基本法第４条）から、市町村の協力を得ながら実施主体としての救助が求められることと

なる。 

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「災害救助法の概要（令和 7年 10月）」 

図１ 災害対策法制上の位置づけ 

 

 

 

 



 

3-2 

 

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「災害救助法の概要（令和 7年 10月）」 

図２ 災害救助法の実施概念図【災害が発生した段階（法第 2 条第 1項）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「災害救助法の概要（令和 7年 10月）」 

図３ 災害救助法の救助項目の概要（炊き出しその他による食品の給与） 
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２  被害情報の収集伝達  

山梨県地域防災計画に記載されている山梨県の異常現象発見時の情報収集、伝達の体系図

を示す。災害発生の情報は、県民等から警察署、消防署あるいは市町村から災害の規模や種類

に応じて「地域県民センター」や「防災危機管理課」に報告される他、下図に示すようなルートで報

告がされ、災害に関する情報の収集と伝達が行われる。これにより、市町村における災害対策本

部、県における災害対策本部が、各関係機関と連携を図りながら、災害対策の要となり災害時に

おける活動が行われる。 

行政栄養士は、各関係機関と相互に連携して情報を把握し、住民の支援を行う。 

出典：山梨県地域防災計画 被害情報収集・伝達マニュアルより 

図４ 災害による被害報告 

県指定に基づく被害報告の報告ルートおよび報告様式等は山梨県地域防災計画 資料編Ⅰ 

3山梨県災害対策本部 (3)被害情報収集・伝達マニュアルを参照のこと。 

https://www.pref.yamanashi.jp/bousai/87161376853.html
https://www.pref.yamanashi.jp/bousai/87161376853.html
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３  県保健医療福祉調整本部の組織体制、保健支援チーム調整担当の役割 

県は、大規模災害時において、山梨県災害対策本部の下に医療・保健・福祉分野に係る 

災害対応の司令塔となる山梨県保健医療福祉調整本部を設置し、保健師等チームや栄養士 

チーム等の保健医療福祉活動チームの派遣調整、保健医療福祉活動に関する情報連携や情 

報の整理及び分析など、保健医療福祉活動の総合調整を一元的に実施する。 

保健支援チーム調整担当は、県内の保健医療福祉体制だけでは対応しきれないと判断し

た場合、関係法令、関係協定に基づき、国、都道府県等に対し、速やかに保健医療福祉活

動チーム等の応援派遣を要請し、受入れ等の調整を行う。責任者は、健康増進課長とし、

県保健医療福祉調整本部の職員（健康増進課等）を配置する。 
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出典：山梨県災害時保健医療福祉調整本部活動マニュアル 

図５ 県保健医療福祉調整本部の組織体制 
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４  栄養・食生活支援連携体制 

山梨県において災害が発生した場合の栄養・食生活支援及び連携のモデルを次に示す。災害

時、県（健康増進課）、保健所、市町村（主に健康づくり事業を担う栄養・食生活支援担当部局）は

連携を図り、被災住民等の支援を行う役割がある。また、平常時から関係団体と連携を図り、栄養・

食生活支援活動のネットワークを形成しておく必要がある。 

山梨県では、栄養・食生活支援活動が迅速に行えるように令和 3年 9月に公益社団法人山梨

県栄養士会と協定を締結した。 
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図６ 山梨県における栄養・食生活支援体制モデル 

仮設住宅 

栄養士チーム 

３日本栄養士会災害支援チーム

（ＪＤＡ－ＤＡＴ） 

保健所 
福祉保健部 

健康増進課 

連携 

支援 

連携 

調整 

自衛隊 

連携・支援 

保健師等チーム 

連携 

支援 

DHEAT DHEAT 

NPO法人 

その他職能団体 

１行政栄養士チーム 

２(公社)山梨県栄養士会チーム 



 

3-7 

 

参考に、災害時における保健医療福祉活動と関わる団体、チーム例を に示す。 

 

出典：厚生労働省 令和 6年度健康危機における保健活動推進会議資料 

図７ 災害時の主な保健医療福祉活動(施策)と関係団体(例) 

 

 

出典：厚生労働省 令和 6年度健康危機における保健活動推進会議資料 

図８ 災害時における被災地外からの保健医療福祉に関わるチーム(例) 
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＜第３章に関連する基本的 項＞ 

・ 災害 助法及び災害対策基本法 

・ 山梨県   災計画（令和 7年 3月改正）－  災組織に関する資料、山梨県災害対策

本部、 害情報収集・伝達  ュ ル 

・ 山梨県災害時保健医療福祉調整本部活動  ュ ル（令和 8年 3月改定） 

・ 厚生労働省 「災害時健康   理支援チーム（DHEAT）活動要領」（令和 6年 10月

24日一部改正） 

・ 山梨県・（公 ）山梨県栄養士  「災害時における栄養・食生活支援活動に関する

協定書」（令和 3年 9月 15日） 

・ 公益 団法  日本栄養士  「災害時の栄養・食生活支援ガイ Ver.2（JDA-DAT活

動ガイ ）」（令和 4年 7月）－ 日本栄養士 災害支援チーム（JDA-DAT） 

https://www.dietitian.or.jp/jdadat/about/index.html

